
  

契  約  書 

 

１  件  名 東部医療センターにおける患者用 Wi-Fiネットワーク環境構築業務委託 

２ 

 

契約金額      金         円 
 

契約金額の 100/110  

に相当する金額     うち取引に係る消費税及び地方消費税額 

（金       円）                 金      円 

3 履行期限     契約締結日から令和 8年 3月 31日まで 

4 履行場所     名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 

5 契約保証金  公立大学法人名古屋市立大学契約規程第 27条第 1項第 3号により免除 

6 特約事項                        －  

 

上記について公立大学法人名古屋市立大学を甲とし、受託者を乙として、甲乙間において次の条項に
より契約を締結する。 
これを証するため本書２通を作成し、各自記名押印のうえ、それぞれ１通を所持するものとする。 

 

 
 令和 7年  月   日 
 
 
    甲   名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄１番地 

  公立大学法人 名古屋市立大学 

      理事長 郡 健二郎                印 
 
 
    乙    住所  

氏名                      印 

 



（総 則） 

第１条 乙は、日本国の法令を遵守し、甲の提示した仕様書に基づき、頭書の契約金 

額をもって履行期限内に、頭書きの目的及び内容による業務委託を完了しなければ 

ならない。 

（当然履行義務） 

第２条 乙は、この契約について契約書及び仕様書に明示されていない事項でも履行 

上当然必要な事項については、甲の指示に従い乙の負担で施行するものとする。 

（権利義務の譲渡等の禁止） 

第３条 乙は、甲の承認がなければこの契約によって生ずる権利及び義務を他人に譲 

渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。 

（検査及び引渡し） 

第４条 乙は、業務の履行を完了したときは直ちに甲に報告し、甲の指定した検査員 

（以下「検査員」という。）の検査を受けなければならない。 

２ 業務の履行は、甲の指定した履行場所において前項の検査に合格したときをも 

って完了とする。 

（検査の立会い） 

第５条 乙は、前条の検査に立ち会わなければならない。 

２ 乙は、前条の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立 

てることができない。 

（補正） 

第６条 乙は、履行した業務の全部又は一部が第４条第１項の検査に合格しないとき 

は、甲の指定する日までに業務の履行を完了しなければならない。 

（代金の支払） 

第７条 乙は、業務の履行を完了し、第４条第１項の検査に合格したのちでなけれ 

ば、その契約代金の支払を請求することができない。 

２ 契約代金の支払日は甲が乙から支払の請求を受けた翌月の末日（金融機関休業日 

の場合は、その直後の金融機関営業日）までとする。 

３ 契約代金の支払場所は公立大学法人名古屋市立大学とし、その支払方法は、乙の 

申し出により甲の主要取引銀行と為替取引のある金融機関の乙の預金口座に口座振 

替をすることができる 

４ 前項にかかる振込手数料は、甲の主要取引銀行と乙の指定する銀行が同じである 

場合は、甲の負担とする。異なる場合は、乙の負担とする。 

（延滞金） 

第８条 乙が正当な理由がないのに債務の履行を遅延したときは、遅延日数に応じ、 

契約金額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24 

年法律第256号）第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した 

額を延滞金として徴収する。 

２ 前項の延滞金の算定の基準となる日数には、検査に要した日数及び第６条第１項 

の規定によって完全履行をさせるため最初に指定した日までの日数は算入しないも 

のとする。 

（危険負担） 

第９条 業務の履行完了前に生じた損害は、甲の責に帰すべき事由により生ぜしめた 

損害である場合を除き、乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第10条 乙は、成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの 

（以下「契約不適合」という。）であるときは、乙に対して、成果物の修補又は代替 

物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

２ 第 1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その 

期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を 

請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をす 

ることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履 

行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追 

完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完 

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 契約不適合（数量に関する契約不適合を除く。）を知った時から1年以内にその 

旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠 

償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以下この条において「請求等」とい 

う。）をすることができない。 

４ 甲は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、前項の規定 

にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求 

等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたと 

きは､この限りでない。 

５ 引き渡された成果物の契約不適合が甲の指示又は貸与品等の性状により生じた 

ものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな 

い。ただし、乙がその指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通 

知しなかったときは、この限りでない。 

（履行期限の延長） 

第11条 乙は、天災その他やむを得ない事由によって履行期限内に契約の履行がで 

きなくなったときは、履行期限の延長を申し出ることができる。 

２ 甲は、前項の規定による申し出があり、その事実を確認したときは、履行期限 

の延長を認めるものとする。 

（契約内容の変更） 

第12条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、物品の数量若しくは履行期限 

を変更し、又は履行の中止をさせることができる。 

（協議による契約の解除） 

第13条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の全部又は一部の解 

除をすることができる。 

（甲の解除権） 

第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行 

の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。 

(1) 正当な理由がないのに契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見 

込みがないとき。 

(2) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。 

（3）契約の履行にあたり、係員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げた

とき。 

（4）契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。 

（5）この契約に定めた条件に違反したとき。 

２ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をする 

ことができる。 

（1）契約の履行をすることができないことが明らかであるとき。 

（2）乙がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（3）乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶

する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

（4）契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内

に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履

行をしないでその時期を経過したとき。 

（5）前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告を 

しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明ら 

かであるとき。 

３ 前２項の規定によって契約を解除した場合においては、乙の納付に係る契約保 

証金は、甲が取得する。ただし、契約保証金が納付されていない場合で、乙が履 

行保証保険契約を締結しているときは、甲はその保険金を取得し、その他のとき 

は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲に納付しなければ 

ならない。 

（談合その他の不正行為に係る甲の解除権） 

第15条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは前条 

第１項第２号に規定する不正の行為とみなし、契約を解除することができる。こ 

の場合において、同条第１項に規定する催告を要しないものとする。 

（1）乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54 

号。以下「独占禁止法」という。）第３条、第６条、第８条又は第19条の規定に 

よる違反（以下「独占禁止法違反」という。）するとして、独占禁止法第49条に 

規定する排除措置命令又は第62条第１項に規定する納付命令を受け、当該命令が 

確定したとき。 

（2）乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、刑法（明治40年法律第45号）第96 

 条の６若しくは第198条又は独占禁止法第89条第１項、第90条第１号若しくは

第２号若しくは第95条第１項第１号に規定する罪を犯し、刑に処せられた（刑の 

執行が猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。 

（3）前２号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が、独占禁

止法違反行為をし、又は刑法第96条の６若しくは第198条の規定に該当する行為

をしたことが明らかになったとき。 

２ 前条第２項の規定は、前項による解除の場合に適用する。 

（談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第16条 乙がこの契約に関して第15条第１項各号のいずれかに該当したときは、甲 

が契約を解除するか否かにかかわらず、乙は、契約金額に100分の20を乗じて得 

た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数 

に応じて契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条 

第1項に規定する財務大臣が決定する率による利息を付して支払わなければな 

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

（1）第15条第１項第１号及び第３号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法 

第２条第９項に基づく不公正な取引方法（一般指定）（昭和57年6月18日公正取 

引委員会告示第15号）第６項で規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が 

生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めるとき。 

（2）第15条第１項第２号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第

198条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第３号のうち、刑法第

198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、乙又は

乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第96条の６の規定にも該当し、刑に処せられ

たとき（同項第３号については、刑法第96条の６の規定に該当する行為をしたこ

とも明らかになったとき。）を除く。 

２ 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているとき 

は、甲は、乙の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償 

金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であっ 

た者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。 

３ 第1 項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額 

を超える場合は、甲は、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前３項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとす 

る。 

（相殺） 

第17条 甲は、この契約において、乙から徴収すべき金額があるときは、その金額 

と乙に支払うべき契約代金又は返還すべき契約保証金と相殺する。 

（疑義の決定） 

第18条 この契約書及び仕様書について甲乙間に意見を異にするときは、甲の判断 

によるものとする。 

２ この契約書及び仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、甲乙協議 

して定めるものとする。 

（紛争の解決） 

第19条 この契約に関して紛争が生じた場合は、当事者間の協議により解決を図る 

ものとする。 

 



情報取扱注意項目                         （別紙１） 

（基本事項） 

第 1 この契約による本学の保有する情報の取扱い（以

下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下

「乙」という。）は、本件業務を履行するに当たり、

情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及

び管理のために必要な措置を講じるとともに、個

人の権利利益を侵害することのないようにしなけ

ればならない。 

（関係法令等の遵守） 

第 2 乙は、本件業務を履行するに当たり、名古屋市情

報あんしん条例（平成16年名古屋市条例第41号。

以下「あんしん条例」という。）、個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「保

護法」という。）、名古屋市個人情報保護条例（令

和4年名古屋市条例第56号。以下「保護条例」と

いう。）その他関係法令を遵守しなければならない。 

（適正管理） 

第 3 乙は、本件業務に関して知り得た本学の保有する

情報（公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」

という。）が、利用、提供、廃棄等について決定す

る権限を有し、事実上当該情報を管理していると

いえるものをいう。）の漏えい、滅失又は改ざんの

防止その他の本学の保有する情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 

（機密情報の取扱いに関する特則） 

第 4 乙は、本件業務を履行するために、個人情報（保

護法第 2条第 1項に規定する個人情報をいう。以

下同じ。）を収集するときは、当該業務を履行する

ために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によ

り収集しなければならない。 

（第三者への提供及び目的外使用の禁止） 

第 5 乙及び本件業務に従事している者又は従事して

いた者は、本学の保有する情報を正当な理由なく

第三者に知らせ、又は当該業務の目的外に使用し

てはならない。 

2 前項の規定は、契約の終了（契約を解除した場

合を含む。以下同じ。）後においても同様とする。 

（再委託の禁止又は制限等） 

第 6 乙は、甲の承認を得ることなく、本件業務を第三

者に委託してはならない。 

2 乙は、本件業務を第三者に委託する場合は、本

学の保有する情報の取扱いに関し、この契約にお

いて乙が課せられている事項と同一の事項を当

該第三者に遵守させなければならない。 

3 乙は、機密情報の取扱いを伴う本件業務を委託

した第三者からさらにほかの第三者に委託（以下

「再々委託」という。）させてはならない。ただ

し、再々委託することにやむを得ない理由がある

場合であって、甲が認めたときはこの限りではな

い。 

（複写及び複製の禁止） 

第 7 乙は、甲から指示又は許可された場合を除き、本

学の保有する情報が記録された資料及び成果物

（甲の指示又は許可を受けてこれらを複写し、又

は複製したものを含む。以下同じ。）を複写し、又

は複製してはならない。 

（情報の返却及び処分） 

第 8 乙は本学の保有する情報が記録された資料のう

ち甲から取得したものを取り扱う必要がなくなっ

たときは、その都度速やかに甲に返却しなければ

ならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限

りでない。 

 2 乙は、前項に規定する場合を除き、本学の保有

する情報を取り扱う必要がなくなったときは、そ

の都度確実かつ速やかに切断、溶解、消磁その他

の復元不可能な方法によって処分しなければな

らない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限り

でない。 

（情報の授受） 

第 9 本学の保有する情報並びに本学の保有する情報

が記録された資料及び成果物の授受は、すべて甲

の指名する職員と乙の指名する者との間において

行うものとする。 

  2  乙は、本学の保有する情報を搬送する際には、

漏えい、滅失又はき損が起こらないようにしなけ

ればならない。 

（報告等） 

第 10 乙は、甲が本学の保有する情報の保護のために

実地調査をする必要があると認めたときは、これ

を拒んではならない。また、甲が本学の保有する

情報の保護について報告を求めたときは、これに

応じなければならない。 

2 乙は、本学の保有する情報の漏えい、滅失又は

改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがある

ことを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指

示に従わなければならない。 

（従事者の教育） 

第 11 乙は、本件業務に従事している者に対し、あん

しん条例、あんしん条例施行細則及びこれらに基

づく諸規程を周知するなど、情報の保護に関し十

分な教育を行わなければならない。 

 2 乙は、本件業務が個人情報を取り扱う業務であ

る場合、当該業務に従事している者に対し、保護

法に規定された罰則の内容を周知しなければな

らない。 

3  乙は、本件業務に従事している者に対し、あんし

ん条例に規定された罰則の内容を周知しなけれ

ばならない。 

4 乙は、情報の取扱いに関するマニュアルを作成し、

本件業務に従事している者に対し、その内容並び

に守秘義務に関する事項及び本学の保有する情

報の目的外利用の禁止又は制限に関する事項を

周知しなければならない。 

 



（契約解除及び損害賠償等） 

【約款の場合は推奨】 

第 12 甲は、乙が情報取扱注意項目に違反していると

認めたときは、次の各号に掲げる措置を講じるこ

とができる。 

(1) 契約を解除すること。 

(2) 損害賠償を請求すること。 

(3)本学の保有する情報が漏えいし、市民の権利

が害されるおそれがあると認めるときは、あん

しん条例第34条第 1項の規定に基づき勧告し、

その勧告に従わなかったときは、同条第 2項の

規定に基づきその旨を公表すること。 

2 前項第2号及び第3号の規定は、契約の終了後

においても適用するものとする。 

（特定個人情報に関する特則） 

第 13 乙は、本件業務が特定個人情報（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番

号利用法」という。）第2条第 8項に規定する特

定個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う事務

である場合、あらかじめ甲の承認を得た場合を

除き、本件業務の履行場所から特定個人情報を

持ち出してはならない。 

2 乙は、本件業務において特定個人情報を取り扱

う者を明確にしなければならない。なお、甲から

求めがあるときは、特定個人情報を取り扱う者に

ついて速やかに報告しなければならない。 

3 乙は、第1項及び第2項に規定する事項のほか、

番号利用法第2条第 12 項に規定する個人番号利

用事務実施者としての義務を果たすこと。 

 

※ 個人番号関係事務の場合は、「第 2 条第 12 項

に規定する個人番号利用事務実施者」を「第2条

第 13 項に規定する個人番号関係事務実施者」に

修正する。 

 

（電子情報の消去に関する特則） 

第 14  乙は、甲が使用する機器の記録媒体を廃棄又は

リース（賃貸を含む。）をしている機器の記録媒体

を返却するに当たり、本件業務により当該機器の

記録媒体に記録された電子情報の消去を行う場合

は、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態に

しなければならない。 

2  乙は、前項の消去を行ったときは、電子情報を

復元不可能な方法によって消去したことを証す

る写真その他の証拠を添えた証明書等を提出し

て、甲の確認を受けなければならない。 

 



（別紙 2） 

 

障害者差別解消に関する特記仕様書 
 

 

 （対応要領に沿った対応） 

第 1 条 この契約による事務事業の実施（以下「本件業務」という。）の委託を受けた者（以下「受託

者」という。）は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平

成 25年法律第 65 号。以下「法」という。）及び愛知県障害者差別解消推進条例（平成 27年愛知県条例

第 56号）に定めるもののほか、公立大学法人名古屋市立大学における障害を理由とする差別の解消の

推進に関する教職員対応要領（以下「対応要領」という。）に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合

理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。 

 

 （対応指針に沿った対応） 

第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針

（法第 11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。）に則り、障害者に対して適切な対応を行うよ

う努めなければならない。 

 

  



（別紙 3） 

 

談合その他の不正行為に係る特約条項 
 

 

（談合その他の不正行為に係る甲の解除権） 

第１条 公立大学法人名古屋市立大学（以下「甲」という。）は、請負人（以下「乙」という。）がこの

契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。 

（１）乙が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁

止法」という。）第 3条、第 6条、第 8条又は第 19条の規定に違反（以下「独占禁止法違反」という。）

するとして、独占禁止法第 49条に規定する排除措置命令又は第 62 条第 1項に規定する課徴金納付命令

を受け、当該命令が確定したとき。 

（２）乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法（明治 40 年法律第 45条）第 96条の 6 若しくは第 198

条又は独占禁止法第 89条第 1項、第 90条第 1号若しくは第 2号若しくは第 95 条第 1項第 1 号に規定

する罪を犯し、刑に処せられた（刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。）とき。 

（３）前 2号に規定するもののほか、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が独占禁止法違反行為をし、

又は刑法第 96条の 6若しくは第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。 

２ 前項各号のいずれかに該当し、かつ、甲が契約を解除した場合における当該契約解除に係る違約金

の徴収については、公立大学法人名古屋市立大学契約規程（平成 18年公立大学法人名古屋市立大学達

第 78号）（以下「契約規程」という。）第 41条第 2項又は第 3項の規定に基づく本約款の手続によるも

のとする。 

 

（談合その他の不正行為に係る賠償額の予定） 

第 2 条 乙がこの契約に関して前条第 1項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否

かにかかわらず、乙は、請負金額に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金に、請負代金額の支払が完了

した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規程第 43条第 1項に定める

割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、こ

の限りでない。 

（１）前条第 1項第 1号及び第 3号のうち、独占禁止法違法行為が、独占禁止法第 2条第 9 項に基づく

不公正な取引方法（一般指定）（昭和 57 年 6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号）第 6項で規定する不

当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、そのことを甲が認めると

き。 

（２）前条第１項第 2号のうち、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第 198 条に規定する罪を犯

し刑に処せられたとき、又は同項第 3号のうち、刑法第 198 条の規定に該当する行為をしたことが明ら

かになったとき。ただし、乙又は乙の役員若しくは乙の使用人が刑法第 96条の 6の規定にも該当し、

刑に処せられたとき（同項第 3号については、刑法第 96 条の 6の規定に該当する行為をしたことも明

らかになったとき。）を除く。 

２ 第 1 項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代

表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することが

できる。この場合において、乙の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなけ

ればならない。 

３ 第 1 項の規定にかかわらず、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、甲

は、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。 

４ 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 

 

 


